
（令和８年２月号） 

 

◆発行：田辺市大塔公民館 

〒646－1192 和歌山県田辺市鮎川2567－1 

TEL：48－0212 FAX：48－0466 

館長：塚 常武  主事：髙根 昌史 

令和７年１２月末現在 

世帯数 １，２００世帯 

人 口 ２，１３６人 

（男） １，００９人 

（女） １，１２７人 

三川・富里囲碁ボール大会 参加者募集！ 

 大塔公民館では、下記の通り 

  「おおとう生涯学習フェスタ」を開催します！ 

 詳細は、別紙配布チラシにてご確認ください。 

 皆様お誘いあわせの上、ご参加・ご来場ください。 

   【日 程】 令和8年２月１９日（木） 

                 ～２月２２日（日）まで 

   【会 場】 大塔総合文化会館ほか 

 お問合せ  大塔公民館  TEL48－0212 

 お申込み・お問合せ  大塔公民館  TEL48－0212 

❖日 程  3月1日（日） 午後1時30分～ 

❖会 場  三川小学校体育館 

❖対 象  小学生以上

（三川地区に在住・在勤等の方） 

❖申込期限 2月24日（火）まで 

❖その他  屋内競技のため、雨天でも開催 

します。  

❖日 程  3月8日（日） 午後1時30分～ 

❖会 場  富里体育館 

❖対 象  小学生以上

（富里地区に在住・在勤等の方） 

❖申込期限 3月2日（月）まで 

❖その他  屋内競技のため、雨天でも開催 

します。  

三川囲碁ボール大会 富里囲碁ボール大会 

 
１９日（木）、２０日（金） 

 ・作品展示会・写真展 

２０日（金） 

 ・健康コーナー（骨の健康度チェック） 

２１日（土） 

 ・作品展示会・写真展 

 ・映画会「ヒックとドラゴン」 

 ・絵本の読み聞かせ会 

 ・手話体験コーナー、映画会「ゆずり葉」 

２２日（日） 

 ・手話体験コーナー 

 ・講演会「特殊詐欺被害防止について」 

 ・講演会「音楽法話 ～平和うたごえ説法～」 

 囲碁ボールは、碁盤のようなマス目が書かれたマットの上で、スティックで白と黒のボールを打って転

がし、五目並べのようにボールを並べて競う競技です。チーム分けは事務局で行いますので、お一人から

でも参加可能です。初めての方でも簡単にプレーできますので、お気軽にご参加ください！ 

 令和８年度（R８年４月～R９年３月）の体育施設の夜間貸出について、学校体育施設（スポーツ開放）

及び、それに準ずる施設において、下記の通り団体登録による貸出の受付を行います。 

 利用を希望される団体におかれましては、「利用団体登録」を行っていただき、その後「利用希望票」

による利用申請を行ってください。利用団体が多数の場合、抽選等による調整を行う場合があります。 

❖対象施設 １.鮎川小学校体育館 ２.大塔体育館 ３.富里体育館 ４.大塔武道館 

❖スポーツ開放で施設を利用できる団体 

・田辺市に在住・在勤または在学する者が１０人以上の団体を組織し、かつ利用責任者が含まれること 

・利用責任者が成人している者であること 

・事前に「団体登録」を済ませている団体であること 

❖団体登録及び希望票の受付期間  令和８年２月９日（月）～２月２７日（金） 

 お申込み・お問合せ  大塔公民館  TEL48－0212 

和歌山県が実施している、家庭用使用済み天ぷら油（廃食油）を回収し、CO2削減効果が高い燃料等へ

利活用する仕組みの構築を目指した実証事業に、本市も参加しております。 

廃食油は、次世代航空燃料（ＳＡＦ）や軽油代替燃料（バイオディーゼル）などに生まれ変わります。

ご持参いただく場合は、家庭で使った廃食油をペットボトルに入れてください。開庁時間内に住民福祉課

窓口で受け渡しができます。 

 ◎回収対象：家庭から出る植物性食用油のみです。（賞味期限切れのものでも構いません） 

       具体的には、サラダ油、ごま油、なたね油、コーン油、紅花油、米油、 

       ひまわり油、オリーブオイル 等です。  

お問合せ 大塔行政局住民福祉課 TEL48－0301 

改選に伴う 大塔地区民生児童委員のご紹介 （敬称略）

鮎 川 地 区 三 川 地 区 

 下附１･２･３･４班 田上  渉  深谷･小谷 谷口 秀寛 

 下附５･６･７班 松本 光生  地下･川根･保平･竹ノ平 河原田 憲司 

 宇立･向越（右岸）･能登 和田 京子  合川･下露･串･長瀬･九川･谷野口 日向 浩子 

 向越（左岸）･蕨尾 洞  英次  木守･五味 石谷 昌英 

 射場･鉛山 笠松 文代  熊野･面川 岡田 克哉 

 下平 岡田 祐基子 富 里 地 区 

 津呂･宮代 赤木 和由  下川上･和田 梶原 優一 

 赤木･地ノ谷･愛賀合･小川 森田 誠哉  中ノ番 佐古 容子 

 内ノ井･城ノ浦 赤木 珠美  平瀬 音窪 惠理 

※主任児童委員（大塔全域） 桐本 員美、廣田 鈴代  上野･竹西 浦  豊彦 

（任期：令和7年12月1日～令和10年11月30日） ※お問合せ：大塔行政局住民福祉課（TEL48－0301） 



（令和８年２月号） 

 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

２月１０日 

（火曜日） 

富里 
平瀬 平瀬集会所 11：00 ～ 11：20 

下川下 富里福祉センター 11：30 ～ 12：00 

向山 三川福祉センター 13：20 ～ 13：50 
三川 

合川 三川連絡所 14：00 ～ 14：20 

 2月の「べんけい号」の巡回は下記のとおりです。多くの皆様のご利用をお待ちしております。 

 日程：令和８年２月２１日（土） 

 時間：午前１1時１５分～ 

 場所：図書館大塔分室 

     （大塔行政局３階） 

   ※今回は、おおとう生涯学習フェスタに 

    あわせて第３土曜日の開催となります。 

 読み聞かせ会 

  のご案内 

開館日カレンダー 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

図  書  名 著 者 等 

言葉と心をはぐくむ 0歳からのうたえほん 成美堂出版 

おにんぢゃ おすしじごくをめぐる 富樫 一望 

わたしとわたし 五味 太郎 

うちのおじょうさん くまくら 珠美 

100年読み継がれる名作 浜田広介童話集 きくち ちき 

は休館日 ―２月― 

※午前9時～午後5時まで 

新刊図書 

コーナー 

図  書  名 著 者 等 

人生最高ごはん 秋谷 りんこ 

在宅介護・施設入居・お金・看取り 

 親の介護で知りたいことが全部のってる本 
主婦の友社 

NHK趣味どき！ 

 70歳からの たったこれだけ スマホ  まねるだけ講座 
岡嶋 裕史 

じゃあ、これは殺人ってことで 東川 篤哉 

百槍のオラシオン 蒼月 海里 

【児童書】 

【一般書】 

 申告は、市民税・県民税の算定や各種行政サービス（国民健康保険税の算定、児童扶養手当の受給、幼稚

園・保育所の入所、公営住宅の入居等）を受ける際の基礎となるものです。 

 申告期間は、2月1６日（月）から3月1６日（月）まで（土曜、日曜、祝日を除く。）です。 

 申告の際は、下記の申告時に必要なものをお持ちの上、住民福祉課へお越しください。 

 また、下記の日程で休日申告受付を開催いたします。 

 申告にはマイナンバー（個人番号）の記載と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留意ください。 

■申告時に必要なもの 

  番号確認書類 本人確認書類 

 マイナンバーカード 

（個人番号カード） 

をお持ちの場合 

    ○マイナンバーカード（裏面）    ○マイナンバーカード（表面） 

 マイナンバーカード

（個人番号カード）

をお持ちでない場合 

  下記のうち１点 

  ○通知カード 

  ○住民票の写し（マイナンバーの  

       記載があるもの） 

    ○住民票記載事項証明書 

 （マイナンバーの記載があるもの） 

  顔写真付のものは下記のうち１点 

 ○運転免許証、パスポート、障害者手帳等 

 

  顔写真付でないものは下記のうち２点 

 ○資格確認書、各種年金証書等（年金手   

  帳、基礎年金番号通知書）、恩給証書、 

  介護保険被保険者証、生活保護受給者 

  証、各種医療証等 

 ⑨代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類（写しでも可）・代理人 

      の本人確認書類・委任状が必要となります。 

【休日受付日程】 受付日 受付時間 受付会場 

2月21日（土） 午前9時00分 ～ 正午   大塔行政局 住民福祉課 

2月28日（土） 
午前9時00分 ～ 正午      富里連絡所 

午後１時３０分 ～ 午後２時３０分            三川連絡所 

   【お問合せ】大塔行政局住民福祉課住民係 TEL 0739-48-0301 

①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意しています。） 

②源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの） 

③生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から発行された証明書） 

④社会保険料の確認書・領収書等（国民年金は日本年金機構が発行した証明書等） 

⑤医療費控除の明細書 ※必ず事前に作成していただきますようお願いします。 

（医療費通知により、明細の記載を省略する場合は、医療費通知の原本の添付が必要です。） 

⑥配偶者特別控除を受けようとする方は、配偶者の収入のわかるもの 

⑦営業などの事業所得や不動産所得の申告をする方は、収入・経費の明細書 

⑧マイナンバーと本人確認ができる書類 

右記の新刊は１月 

2３日より貸出して 

います。 

この他にもたくさん 

の新刊が入っていま 

すので是非ご利用く 

ださい。 

 ※令和8年度申告分から、スマートフォンやマイナンバーカードを利用して、 

  電子申告が可能になりました。                       

      詳細については、田辺市ホームページや右記特設ページ（外部リンク）を 

      ご覧ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336 


